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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/50     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/22     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    ４１０　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １７２　

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月6日(2011.5.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の波長（λ１）の放射を発生させる半導体基体（１）と、
　前記第１の波長（λ１）の放射から第２の波長（λ２）の放射を発生させるルミネセン
ス変換素子（５）と、
　角度フィルタ素子（４）とが設けられており、
　該角度フィルタ素子（４）は、主放射方向（Ｈ）に対して予め設定されている角度範囲
で前記角度フィルタ素子（４）に当射する放射を前記半導体基体（１）方向に少なくとも
一部、反射して戻し、
　前記第１の波長の放射強度は、予め設定されている角度範囲で弱められ、当該の予め設
定されている角度範囲外で増大されており、
　前記第１の波長の放射成分及び第２の波長の放射成分を含む、ルミネセンスダイオード
チップから送出される混色の全放射は、－９０°から９０°までの角度範囲で角度に依存
しない均一な色度分布を有している、
　ことを特徴とするルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項２】
　前記角度フィルタ素子（４）は、前記ルミネセンスダイオードチップ（１１）から送出
される全放射が角度に依存しない均一な色度分布を有するように、前記第１の波長（λ１

）の放射の少なくとも一部を反射して戻す、請求項１記載のルミネセンスダイオードチッ
プ（１１）。
【請求項３】
　前記角度フィルタ素子（４）は、前記第１の波長（λ１）の放射を前記半導体基体（１
）方向に反射して戻す、請求項１または２記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）
。
【請求項４】
　前記角度フィルタ素子（４）は前記半導体基体（１）上に配置されており、前記ルミネ
センス変換素子（５）は前記主放射方向（Ｈ）で前記角度フィルタ素子（４）に後置され
ている、請求項１から３のいずれか１項記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
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【請求項５】
　前記角度フィルタ素子（４）は、前記第２の波長（λ２）の放射を前記ルミネセンスダ
イオードチップ（１１）の出射面方向に反射させる、請求項１から４のいずれか１項記載
のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項６】
　前記ルミネセンス変換素子（５）は、前記角度フィルタ素子（４）上に取り付けられて
いるルミネセンス変換層である、請求項４または５記載のルミネセンスダイオードチップ
（１１）。
【請求項７】
　前記ルミネセンス変換素子（５）はルミネセンス変換材料が含まれている注型材料であ
り、該注型材料には前記角度フィルタ素子（４）および前記半導体基体（１）が埋め込ま
れている、請求項６記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項８】
　前記ルミネセンス変換素子（５）は前記半導体基体（１）上に配置されており、前記角
度フィルタ素子（４）は前記主放射方向（Ｈ）で前記ルミネセンス変換素子（５）に後置
されている、請求項１から３のいずれか１項記載のルミネセンスダイオードチップ（１１
）。
【請求項９】
　前記ルミネセンス変換素子（５）は、前記半導体基体（１）上に取り付けられているル
ミネセンス変換層である、請求項８記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項１０】
　前記角度フィルタ素子（４）は誘電体フィルタである、請求項１から９のいずれか１項
記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項１１】
　前記角度フィルタ素子（４）には、屈折率が異なる少なくとも２つの層から成る積層体
が含まれている、請求項１から１０のいずれか１項記載のルミネセンスダイオードチップ
（１１）。
【請求項１２】
　第１の層（４０ｂ）には酸化ケイ素が含まれており、第２の層（４０ａ）には窒化ケイ
素が含まれている、請求項１１記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項１３】
　前記角度フィルタ素子（４）はブラッグミラーである、請求項１０から１２のいずれか
１項記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項１４】
　前記角度フィルタ素子（４）には構造要素が設けられている、請求項１から１０のいず
れか１項記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項１５】
　前記構造要素は、円錐状、角錐状、角柱状にまたは逆複合放物面集光器ＣＰＣ（Invers
e Compound Parabolic Concentrator）同様に構成されている、請求項１４記載のルミネ
センスダイオードチップ（１１）。
【請求項１６】
　前記半導体基体（１）方向に反射して戻されている放射の波長は、前記角度フィルタ素
子（４）の阻止帯域の長波側縁にある、請求項１から１５のいずれか１項記載のルミネセ
ンスダイオードチップ（１１）。
【請求項１７】
　前記半導体基体（１）方向に反射して戻されている放射の波長は、前記角度フィルタ素
子（４）の阻止帯域内にある、請求項１から１５のいずれか１項記載のルミネセンスダイ
オードチップ（１１）。
【請求項１８】
　前記半導体基体（１）は薄膜半導体基体である、請求項１から１７のいずれか１項記載
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のルミネセンスダイオードチップ（１１）。
【請求項１９】
　前記半導体基体（１）において、前記角度フィルタ素子（４）とは反対側の面上に反射
層が配置されている、請求項１から１８のいずれか１項記載のルミネセンスダイオードチ
ップ（１１）。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか１項記載のルミネセンスダイオードチップ（１１）が設け
られているルミネセンスダイオードコンポーネントにおいて、
　前記ルミネセンスダイオードチップ（１１）がケーシング内に配置されていることを特
徴とする、ルミネセンスダイオードコンポーネント。
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